
議案第３号

　　　�川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市職員定数条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

　　　　　　　　　　　　令和 ８ 年 ２ 月１２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　　　�川崎市職員定数条例の一部を改正する条例

　川崎市職員定数条例（昭和２６年川崎市条例第３０号）の一部を次のように

改正する。

　第２条第１号中「７，４１５人」を「７，４５０人」に改め、同条第２号中

「３４人」を「３５人」に改め、同条第３号中「４１人」を「４２人」に改め、

同条第４号中「２４人」を「２５人」に改め、同条第５号ア中「４８０人」を

「４９０人」に改め、同号イ中「７，６７５人」を「７，７３４人」に改め、

同条第６号中「１７人」を「１９人」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。



参考資料

　　　制　定　要　旨

　職員配置の見直しに伴い、職員定数の調整を行うため、この条例を制定する

ものである。




